
令和６年度観音寺市一般会計補正予算（第５号）

　　　　　　（債務負担行為の補正）
　　　　　第１条　債務負担行為の追加は、「第１表　債務負担行為補正」による。

　　　　　　  令和６年９月24日提出

           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観 音 寺 市 長　　佐　伯　明　浩

　　　　　　令和６年度観音寺市の一般会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。
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　　　第１表　　債務負担行為補正

　　　追加

事　　　　項 期　　　間 限　　度　　額

の り あ い タ ク シ ー 運 行 委 託 事 業 6,109 千円令 和 ７ 年 度


